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〓お知らせ〓 

 

 

 

 

 平成２６年度より日整連から提供されている「総合的なユーザー向け提案・説明用資料」につい

て、この度、自動車ユーザーに消耗部品交換の提案や整備結果説明を行う際、一連の消耗進行状

況や装置・部品の働き等について、口頭では説明し難いときにご活用いただくためのＣＧ動画が

完成しましたので、下記の通りお知らせします。 

 

記 

（１）データ形式 

   MP４ファイル（データ容量：４～１２MB） 

（２）データ提供方法 

    日整連ホームページに掲載（動画閲覧用） 

    ※ＱＲコード（別紙参照）より、整備事業者やユーザーが、スマートフォンやタブレット

等のカメラ機能から直接アクセスし、ＣＧ動画の視聴が可能。 

※ＱＲコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。 

（３）各データの掲載場所 

   日整連ホームページ 

   「整備事業関連情報」→「ユーザー説明用資料集」 

    掲載ＵＲＬ：https://www.jaspa.or.jp/member/explanation/ 

    ※ＣＧ動画の格納場所は、個々の項目等に掲載 

（４）ＣＧ動画項目・内容 

   ①消耗・劣化部品説明動画（乗用車編のみ） ※全１８種 

    消耗部品・劣化部品の役割や交換を怠った場合の危険性について、ＣＧ動画と音声にて説

明。（各再生時間：２７秒～５８秒） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ②点検・整備料金説明動画（乗用車編・貨物車編） ※故障診断料のみ 

    故障診断に係わる構成内容や令和３年１０月の点検基準改正に伴い、「車載式故障診断装

置の点検」が法律で義務付けになったこと、スキャンツールを用いて故障部位の絞り込み

を行うこと等をＣＧ動画と音声にて説明。（再生時間：１分１１秒） 

 

「総合的なユーザー向け提案・説明用資料」における

ＣＧ動画の完成のお知らせについて 



 3

 

 



 4

 



 5

 

※ＱＲコードは（株）デンソーウェーブの登録商標です。 
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令和４年６月１日（水）～６月３０日（木）の１ヶ月間は 

「不正改造車排除強化月間」 
 

「不正改造車を排除する運動」の実施に関する国土交通省の通達がありましたので、お知らせ致

します。令和４年度においても、全国的に不正改造車の排除のための諸活動になお一層強力に取り

組むよう本運動の趣旨・実施事項等を踏まえ、ご協力をお願いします。 

なお、例年、会員の皆様に配布いたしております本運動のポスター及び不正改造排除マニュアル

つきましては、諸般の事情により製作が遅れているため、ＦＡＩＮＥＳに掲載されております不正

改造車排除マニュアルを、ご活用下さい。 

 

【目的】 

我が国の自動車保有台数は、令和 3 年 12 月末現在で 8 千万台を超えており、自動車は国民

生活にとって欠かすことのできない移動・輸送手段となっている。一方、昨年の交通事故によ

る死者数は 2,636 人、負傷者数は約 36 万人と、依然として多くの方が 事故の被害に遭われて

いる。また、我が国の大気環境については、二酸化窒素（NO2）や二酸化硫黄（SO2）等の環

境基準が達成されていない地域が一部残っており、自動車交通騒音に係る環境についても、未

だ多くの苦情が寄せられている状況にある。 
このような状況にあって、暴走行為、過積載等を目的とした不正改造を施した自動車は、安

全を脅かし道路交通の秩序を乱すとともに、排出ガスによる大気汚染、騒音等の環境悪化の要

因となっていることから、社会的にその排除が強く求められている。 
しかし現状としては、マイカーに改造を施したことにより保安基準に不適合となったものの

その認識のないまま運行の用に供している自動車使用者、車検時には保安基準に適合させつつ

車検後に不正改造を行う施工事業者、更にはそのような不正改造車について検査での合格を強

要する悪質な事業者がいる状況となっている。 
このため、自動車関係団体等の協力を得つつ、「不正改造車を排除する運動」を全国的に展

開し国民の不正改造排除の意識を高めることにより、車両の安全確保・環境保全を図り、ひい

ては国民の安全・安心の確保を確実に実現する。その際、「自動車点検整備推進運動」など他

の運動等との連携を図っていく。 
【実施事項】 

１．重点排除項目 

(1)タイヤ及びホイール（回転部分）の車体外へのはみ出し 

(2)灯光の色が不適切な灯火器及び回転灯等の取付け並びに保安基準上、装備が義務化されてい 

る灯火器（例：側面方向指示器）の取外し 

(3)前面ガラス並びに運転者席及び助手席の窓ガラスへの着色フィルム等の貼付（貼付状態で可 

視光線透過率 70%未満） 

(4)マフラーの切断・取外し及び騒音低減機構を容易に取外せる等の基準不適合マフラーの装着 

(5)大型貨物自動車の速度抑制装置の取外し、解除又は不正な改造、変更等 

 

２．基本排除項目 

(1)直前直左の周辺状況を確認するための鏡、又はカメラ及び画像表示装置の取外し 

令和４年度『不正改造車を排除する運動』について 
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(2)前面ガラスへの装飾板の装着 

(3)土砂等を運搬するダンプ車の荷台にさし枠の取付け及びリアバンパ（突入防止装置）の切断・

取外し 

(4)基準外のウイング（エア・スポイラ）の取付け 

(5)シートベルト警報装置を解除する用品等の取付け 

(6)不正な二次架装 

３．地方独自排除項目 

各地方運輸局又は各運輸支局は、上記１及び２の排除項目のほか、地域の事情や要請を考慮

した地域独自の排除項目を設定するよう努めるものとする。 

なお、ディーゼル黒煙を悪化させる「燃料噴射ポンプの封印の取外し」の項目については、

協議会構成団体の地方組織と協議のうえ、設定する。 

４．自動車整備事業者における実施事項 

「不正改造車を排除する運動」のポスターを掲示する等により、自動車ユーザーに不正改防 

止を周知し不正改造車の排除に努めるとともに、ＦＡＩＮＥＳに掲載されております「不正改

造車排除マニュアル」等を活用して下記事項を実施して下さい。 

(１) 不正改造車の排除のための啓発等 

     ○適正な整備・改造の推進 

     ○従業員に対する指導等 

(２) 不正改造車の排除のための情報収集等 

     ○不正改造車に関する情報等の提供 

(３) 不正改造車の排除のための取締り等 

     ○自主点検の実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

車検・点検案内はがき「お楽しみくじ」 ４月分当選発表 

事業場 認証 支部 事業場 認証 支部

有泉自動車(株) 788 甲府東 前沢自動車工業 749 南アルプス北

青柳自動車工業所 16 甲府西 八田自動車整備工場 760 南アルプス北

朝川オートサービス 1158 甲府南 （株）清川自動車 612 市川

東洋モータース(株) 972 甲府北 河野自動車整備工場 963 市川

藤原モータース 724 峡北 （株）稲葉工業 63 南巨摩南

中山自動車工場 731 峡北 中富自動車整備工場 682 南巨摩北

（株）下井出 1035 峡北 オートショップ渡辺 1197 南巨摩北

（有）小沢自動車 514 韮崎 古屋モータース 512 東八

（有）輿石自動車工業 665 韮崎 雨宮自動車整備工場 790 東八

ボディーショップフカサワ 986 韮崎 （株）田辺自動車 113 塩山

田中自動車工場 996 韮崎 後藤モータース 509 塩山

ヤザキオート 1151 韮崎 塩山オートサービス 550 塩山

富士自動車工業所 330 南アルプス南 東信自動車整備工場 314 岳麓

早川自動車整備工場 418 南アルプス南 コマタオートセンター 433 都留

（有）堀田自動車工場 669 南アルプス北 高部自動車整備工場 805 都留
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厚生労働省より、令和４年４月１５日に労働安全衛生規則等の一部を改正する省令が交付（令和

５年４月１日から施行）されたことから、これまで労働安全衛生法の保護対象とされていなかった、

作業を請け負わせる一人親方や同じ場所で作業を行う労働者以外の者に対して、新たに事業者に措

置義務が課された旨のお知らせがあり、本件に係るパンフレットのデータ提供がありましたので、

下記の通りお知らせします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

労働安全衛生規則等の一部を改正する省令の施行等について 

(作業を請け負わせる一人親方等に対する措置の義務化) 
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